
 

 

介護保険法施行細則の改正について 

 

令和５年３月 

広島県医療介護基盤課 

 

１ 概要 

 「指定居宅サービス事業所等の指定に関する様式例の改訂について」（令和４年 9

月 29 日付け，厚生労働省老健局高齢者支援課，認知症施策・地域介護推進課，老人

保健課 事務連絡）により，介護保険サービスの指定等の申請に係る標準様式が見直

されたことに伴い，介護保険法施行細則（平成 12 年広島県規則第 90 号）に定める関

連様式について所要の改正を行う。 

 

２ 改正後の様式 

  字パージ以降（変更部分は朱書き） 

 

３ 施行予定日 

令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(表面)             ※受付番号   
 

手  数  料  欄 
 
 

 
     指定居宅サービス事業者 
     指定介護予防サービス事業者 
     介護保険施設 

指定申請書 

     年   月   日 
 広 島 県 知 事 様 郵便番号                                 

申請者 法人の主たる事務所の所在地                        
(個人にあっては，住所)                          
法人の名称及び代表者の職氏名                       

(個人にあっては，氏名)                        
 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する事業者(施設)に係る指定を受けたいので，次のとおり関係書類を添えて申請します。 
  ※ 事 業 所 所 在 地 市 町 番 号   

申
請(

開
設)

者 

フ リ ガ ナ   
名 称   

主たる事務所の
所 在 地 

 (郵便番号   ―   ) 
  都道

府県 
   郡市 
   区 

申 請 者 連 絡 先 電 話 番 号   F A X 番 号   
法 人 の 種 別   法 人 の 所 轄 庁   
代表者(開設者)
の職・氏名・生
年月日 

職
名

  フ リ ガ ナ   生年月日 
 

年  月  日 氏 名   

代表者(開設者)
の 住 所 

 (郵便番号   ―   ) 
  都道

府県 
   郡市 
   区 

法人の吸収合併又は吸収分割における指定申請  

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類 

フ リ ガ ナ   
事 業 所 ・ 施 設
の 名 称 

  

事 業 所 等
の 所 在 地 

 (郵便番号   ―   ) 

   広島県      郡 
     市 

事 業 所 連 絡 先 代表電話番号   F A X 番 号   

同一所在地において行う事業等の種類 
実施 
事業 

共生型 
サービス 

指定申請をする事業等 
(事業開始予定年月日) 

既に指定（開設許可）を受けて 
いる事業等（指定年月日） 

(指定年月日) 

備考 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護         
訪問入浴介護  －       
訪問看護  －       
訪問リハビリテーション  －       
居宅療養管理指導  －       
通所介護         
通所リハビリテーション  －       
短期入所生活介護         
短期入所療養介護  －       
特定施設入居者生活介護  －       
福祉用具貸与  －       
特定福祉用具販売  －       

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護  －       
介護予防訪問看護  －       
介護予防訪問リハビリテーション  －       
介護予防居宅療養管理指導  －       
介護予防通所リハビリテーション  －       
介護予防短期入所生活介護         
介護予防短期入所療養介護  －       
介護予防特定施設入居者生活介護  －       
介護予防福祉用具貸与  －       
特定介護予防福祉用具販売  －       

施
設 

介護老人福祉施設  －    
介護老人保健施設  －       
介護医療院  －    

介護保険事業所番号 3 4         （既に指定（開設許可）を受けている場合） 

医 療 機 関 コ ー ド 等        事業所区分   

 



 
(裏面) 

注 1 「法人の種別」欄は，申請者が法人である場合に，社会福祉法人、医療法人，一般社団法人，一般財団法人，株式会社等の別
を記入すること。 

  2 「法人所轄庁」欄は，申請(開設)者が許可法人である場合に，その主務官庁の名称を記入すること。 
  3 「実施事業」欄は，今回の申請に係るもの及び既に指定等を受けているものを含めて，該当する欄に○を記入すること。なお，

今回の申請に伴い，介護保険法(以下「法」という。)第72条第1項(第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により，
指定があったものとみなされる事業については，「事業実施」欄にみなしと記入すること。 

  4 「共生型サービス」欄は，共生型サービスの指定申請に該当する場合は〇を記入すること。 
  5 「指定申請をする事業等」欄は，該当する欄に事業等の開始(開設)予定年月日を記入すること。 
  6 「既に指定（開設許可）を受けている事業等」欄は，法による指定事業者又は介護保険施設として指定（許可）された年月日

(法第71条第1項又は法第72条第1項(第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により指定があったものとみなされたと
きは，保険医療機関等の指定を受けた年月日)を記載すること。 

  7 保険医療機関，保険薬局又は老人訪問看護ステーションとして既に医療機関コード等が付番されている場合には，そのコード
を「医療機関コード等」欄に記入すること。複数のコードを有する場合には，様式を補正して，そのすべてを記入すること。 

  8 不用の文字は消すこと。 
  9 用紙の大きさは，日本産業規格A列4とする。 
 



 
指定を不要とする旨の申出書 

 
    年  月  日 

 広 島 県 知 事 様 
郵便番号 

開設者 法人の主たる事務所の所在地 
(個人にあっては，住所) 
法人の名称及び代表者の職氏名     
(個人にあっては，氏名) 

 

 次のとおり，介護保険法(平成9年法律第123号) 
第71条第1項ただし書 
第72条第1項ただし書 

(第115条の11 

において準用する場合を含む。)の規定により，指定を不要とする旨を申し出ます。 
 
 
 

 
介護保険事業所番号 3 4         

医療機関等コード  

開設者 

名称 

施設種別 

所在地 

管理者 

氏名 

住所 

申出に係る居宅サービス又は介護予
防サービスの種類 

1 訪問看護 
2 介護予防訪問看護 
3 訪問リハビリテーション 
4 介護予防訪問リハビリテーション 
5 居宅療養管理指導 
6 介護予防居宅療養管理指導 
7 通所リハビリテーション 
8 介護予防通所リハビリテーション 
9 短期入所療養介護 
10 介護予防短期入所療養介護 

 
注 1 不用の文字は消すこと。 
  2 申出を行う居宅サービスについて○印を付すこと。 
  3 用紙の大きさは，日本産業規格 A列 4とする。 



 
変 更 届 出 書  

 
    年  月  日 

 広 島 県 知 事 様 
郵便番号 

開設(事業)者 法人の主たる事務所の所在地 
(個人にあっては，住所) 
法人の名称及び代表者の職氏名   
(個人にあっては，氏名) 

 次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

  介 護 保 険
事業所番号           

指定内容を変更した事業所(施設) 
名称 
所在地 

サービスの種類   
変更があった事項 変更の内容 
1 事業所(施設)の名称 (変更前) 
2 事業所(施設)の所在地 
3 主たる事務所の所在地 
4 代表者(開設者)の氏名及び住所 

5 申請者又は開設者の登記事項証明書・条
例等(当該事業に関するものに限る。) 

6 事業所(施設)の建物の構造，専用区画等 

7 備品(訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴
介護事業に限る。) 

8 
事業所（施設）の管理者の氏名及び住所 
(介護老人保健施設及び介護医療院を除
く。) 

9 サービス提供責任者の氏名及び住所 
10 運営規程 
11 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 
12 事業所の種別 
13 提供する居宅療養管理指導又は介護予防

居宅療養管理指導の種類 
(変更後) 

14 事業実施形態 
(本体施設が特別養護老人ホームの場合の
空床型・併設型の別) 

15 入院患者又は入所者の定員 
16 介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介

護医療院，病院等との連携・支援体制 
17 福祉用具の保管・消毒方法(委託している

場合にあっては，委託先の状況) 
18 併設施設の状況等 
19 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 
20 共生型サービスの該当の有無 
変 更 年 月 日      年  月  日 
添付書類 変更内容が分かる書類 
 
注 1 該当項目番号に○印を付すこと。 
  2 用紙の大きさは，日本産業規格A列4とする。 



 
指定辞退届出書 

 
    年  月  日 

 広 島 県 知 事 様 
郵便番号 

開設者 法人の主たる事務所の所在地 
(個人にあっては，住所) 
法人の名称及び代表者の職氏名     
(個人にあっては，氏名) 

 
次のとおり，指定を辞退したいので，介護保険法（平成 9年法律第 123 号）第 91 条・ 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２第１項の
規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改正前の介護保
険法第 113 条の規定により届け出ます。 
 
  介護保険事業所番号           
 サービスの種類  

指定を辞退する施設 
名称 

所在地 

指定を受けた年月日     年  月  日 

指定を辞退する年月日     年  月  日 

指定を辞退する理由   

現に施設に入所している者に対す
る措置 

  

 
注 1 不用の文字は，消すこと。 
  2 指定を辞退する日の 1月前までに届け出ること。 
  3 用紙の大きさは，日本産業規格 A列 4とする。 



令和５年３月 15日 

 

 各介護サービス事業者 管理者 様 

 

                       広 島 県 健 康 福 祉 局 長 

                       〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

                            医療介護基盤課 

 

県の定める介護保険法に基づく指定居宅サービス等の基準を定める条例及び 

施行規則について（通知） 

 

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の基準を定める条例及び施行規則の解釈については，

｢指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」等の通知により示して

いたところですが，次のとおり廃止します。 

ついては，国の定める通知，及び，別紙「介護保険法に基づく指定居宅サービス等の基準を定め

る条例及び施行規則について」により適切に運用してください。 

 

１ 廃止する解釈通知及び廃止後に準用する通知 

事業種別 廃止する通知 左記通知に代えて準用する通知 

指定居宅サービス 
介護予防サービス 

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サー

ビス等に関する基準について」（平成 25年４

月１日 地域福祉課） 

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サ

ービス等に関する基準について」（平成 11

年９月 17 日老企第 25 号厚生労働省通知 

指定介護老人福祉施設 

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の

人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例について 
指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運

営に関する基準について（平成 12 年 3 月 17

日老企第 43 号） 
介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の

人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例施行規則について 

指定介護老人保健施設 

介護保険法に基づく指定介護老人保健施設の

人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例について 
介護老人保健施設の人員，施設及び設備並

びに運営に関する基準について（平成 12 年

3 月 17 日老企第 44 号） 
介護保険法に基づく介護老人保健施設の人

員，施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例施行規則について 

指定介護療養型医療施設 

介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設

の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例について 

健康保険法等の一部を改正する法律附則第

130 条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた指定介護療養型医

療施設の人員，設備及び運営に関する基準

について（平成12年 3月 17日老企第 45号） 

介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設

の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例施行規則について 

介護医療院 

介護保険法に基づく介護医療院の人員，施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例について 

介護医療院の人員，施設及び設備並びに運

営に関する基準について（平成 30 年 3 月 22

日老老発 0322 第 1 号） 

  

介護保険法に基づく介護医療院の人員，施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例施行規則について 

 

２ 廃止する時期 

  令和５年４月１日 

 

 

担当 介護事業者指導グループ 

電話 082-513-3208 

                        



別紙 

 

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の基準を定める条例及び施行規則について 

 

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の基準を定める条例及び施行規則について１から４の国の

定める通知の内容に，それぞれ次の内容を加えて運用します。 

 

【指定居宅サービス・指定介護予防サービス】 

１ 
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成11年９月 17日
老企第25号厚生労働省通知 

（１）第３介護サービス 一訪問介護３（33）「記録の整備」に次の文を追加する。 

「また，介護報酬の請求に関する書類は報酬の最終受領日から5年間保存しておくことが望ましい。」 
 

【指定介護老人福祉施設】 

2 
「指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準について」（平成 12年 3月 17日老企
第 43号） 

（１） 第４の６「入退所」（４）に，次の文を追加する。 

「また，「定期的に」の頻度については，施設サービス計画の見直しに合わせて行うものとする。」 

（２） 第４の11「施設サービス計画の作成」（10）「モニタリングの実施」に下線部分を追加する。 

「「定期的に」の頻度については，入所者の心身の状況等に応じて適切に判断するものであるが，短期目

標の設定期間内に 1回は実施することが望ましい。 

（３）第４の31「協力病院等」に次の文を追加する 

「なお，「協力病院」とは入院治療に対応できる医療機関であり，病院であることが望ましいが，地理的

要件等から有床診療所であっても差し支えないものとする。」 

（４）第４の40「記録の整備」に次の文を追加する。 

「また，介護報酬の請求に関する書類は報酬の最終受領日から5年間保存しておくことが望ましい。」 
 

【介護老人保健施設】 

３ 
介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成 12年 3月 17日老

企第44号） 

（１） 第４の７「入退所」（５）に次の文を追加する。 

「また，介護予防が必要と思われる場合は，地域リハビリテーション広域センターとの連携を図ること

が望ましい。」 

（２） 第４の12「施設サービス計画の作成」（10）「モニタリングの実施」に下線部分を追加する。 

「「定期的に」の頻度については，入所者の心身の状況等に応じて適切に判断するものであるが，短期目

標の設定期間内に 1回は実施することが望ましい。」 

（３） 第４の29「協力病院」に次の文を追加する。 

「なお，「協力病院」とは入院治療に対応できる医療機関であり，病院であることが望ましいが，地理的

要件等から有床診療所であっても差し支えないものとする。」 

（４） 第４の38「記録の整備」に次の文を追加する。 

「なお，介護報酬の請求に関する書類は報酬の最終受領日から5年間保存しておくことが望ましい。」 
 

【介護療養型医療施設】 

４ 
健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準について（平成 12 年

3月 17日老企第45号） 

（１）第４の11「施設サービス計画の作成」（10）「モニタリングの実施」に下線部分を追加する。 

「「定期的に」の頻度については，入所者の心身の状況等に応じて適切に判断するものであるが，短期目

標の設定期間内に 1回は実施することが望ましい。」 

（２）第４の35「記録の整備」に次の文を追加する。 

「なお，介護報酬の請求に関する書類は報酬の最終受領日から5年間保存しておくことが望ましい。」 

 


